
 
 

  
平成 22年 4月 28 日 

 
第３回新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議 主な論点について  

  論点 厚生労働省の行ったこと 基本的考え方 

1 

検疫を行う必

要はあったの

か 

○ 4月 25日～27日  【フェーズ４以前】 

 メキシコ便に対する検疫強化 

○ 4月 28日～5月 21日【フェーズ４以降】 

 北米３国便の機内検疫・隔離・停留・

健康監視、全入国者に対し質問票回

収・健康カード配布 

○ 5月 22日～6月 18日 

 事前通報時のみ機内検疫 

 停留の中止（→健康監視） 

 北米３国便全員の健康監視の中止 

○ 6月 19日～9月 30日  

 隔離の中止 

 濃厚接触者の健康監視の中止 

 質問票回収の中止 

 同一旅程の集団に複数の有症者があ

った場合、PCR 検査実施、医療機関へ

の受診勧奨 

○ 10月 1日～  

 入国者への注意喚起等 

○ 海外発生当初は、致死率が高い、または不明という情報であった

こと、行動計画・ガイドラインに基づかずに新型インフルエンザ

対策を行うことは想定されておらず、またその根拠もなかったこ

とから、行動計画・ガイドラインに則り機内検疫、隔離、停留等

の措置を講じた。 

・行動計画：「検疫の強化等により、できる限りウイルスの国内侵

入の時期を遅らせることが重要である。しかしながら、ウイル

スの国内侵入を完全に防ぐことはほぼ不可能であるということ

を前提として、その後の対策を策定することが必要である。」 

・検疫ガイドライン：「国内での感染が拡大した段階で、状況に応

じて検疫措置を縮小する」 

○ 既感染者がすべて検疫で捕捉できないことを前提に、全ての乗客

に対し、発症した場合の保健所等への電話連絡を記した健康カー

ドを配布。 

○ また、国内で患者を早期に発見してまん延防止を図ることが重要

との認識のもと、都道府県等と連携して、健康状態質問票を基に

入国者の健康監視を実施。 

※ 検疫によりウイルスの国内侵入を遅らせながら、その間に医療

体制を整備することが重要であり、４月２８日には地方自治体

に対し体制整備を要請した。 

資料１２ 
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検疫をいつま

で、どの程度行

うべきか 

○ 機内検疫   【4月 28日～5月 21日】 

 北米３国からの直行便に対して実施 

○ 隔離     【4月 28日～6月 18日】 

 症例定義に合致した者について、簡易

キットを実施し、陽性の場合（陰性で

あっても強く疑う場合）に、PCR検査

を実施 

○ 停留     【4月 28日～5月 21日】 

 患者の前後左右 3列の範囲の者、同一

旅程の者、濃厚に接触した乗務員につ

いて、空港近隣ホテルにおいて 7日間

実施。 

○ 健康状態質問票【4月 28日～6月 18日】 

 全ての入国者（機内検疫を実施した場

合は全乗員乗客）から徴収 

○ 健康カード  【4月 28日～現在】 

 全入国者に対し、発症時には発熱相談

センター等に連絡（後に医療機関等）

する旨を記載したリーフレットを配

布（7月下旪からは掲示、アナウンス

による方法も可）。 

○ ガイドラインでは「国内での感染が拡大した段階で、状況に応じ

て検疫措置を縮小する」とされていたものの、今般の新型インフ

ルエンザに罹患しても多くの方が軽症ですむとの報告もあり、５

月上旪の段階で検疫の緩和について検討を開始した。 

 

○ ５月９日に機内検疫による初の隔離・停留のケースが発生し、検

疫強化の要望があったことも踏まえ、検疫を継続することとし

た。 

 

○ ５月１６日の初の国内発生を受けて、専門家の意見も聴取して、

策定された「運用指針」に基づき、５月２２日から機内検疫は原

則実施せず事前通報時のみとし、停留を中止した。 

 

○ ６月１９日に改訂した「運用指針」において、 

・６月１２日に WHOがフェーズ６宣言を行ったこと 

・世界的には感染者数が増加し、特にこれから冬を迎える南半球に

おいて増加が著しかったこと 

・国内において原因が特定できない散発事例が発生していたこと 

を踏まえると、秋冬に向けて大規模発生の可能性が高い状況下にあ

るとの見通しのもと、感染拡大防止措置による封じ込め対応は困難

な状況であり、患者数の増加に伴い増えると考えられる医療機関の

負担を可能な限り減らし、重症患者に対する適切な医療を提供する

ことを目指すとの考え方を示した。 

その一環として、６月１９日から隔離・健康状態質問票の徴収も

中止した。 
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検疫の運用方

法について更

なる検討が必

要ではないか 

○ 空港の集約、運行自粛、渡航自粛  

 北米３国便については、結果的に集約

空港（成田、中部、関西）のみに就航

していた。運行自粛、渡航自粛の意志

決定はなされなかった。 

 

○ 健康監視  

 4月 28日から 5月 21日までの間は、

北米３国便の全乗員乗客について、保

健所に質問票の情報を送付し、電話連

絡等による健康確認を実施した。5月

21日から 6月 18日までの間は、患者

の濃厚接触者のみについて健康監視

を保健所に依頼した。 

 

○ 検疫官の PPE(個人防護具）  

 機内検疫実施時においては、ウイルス

の病原性が不明であったことから、強

毒性の発生を想定し訓練で用いた装

備を使用した。なお、有症者への対応

を行った場合には、PPEの交換・消毒

を実施していた。 

 

 

○ 空港の集約化は、北米３国便が集約予定空港（成田・中部・関西）

のみに就航していたことから、改めての集約決定は行われなかっ

た。また、運行自粛等はなされなかった。なお、成田空港にあっ

ては、円滑な乗客の誘導のため、北米３国便の到着スポットの集

約化を要請した。 

 

○ 健康監視は、インフルエンザが急性呼吸器疾患であることから、

電話連絡等による日々の健康確認が必要と考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 検疫官の PPEは、病原性が不明確な段階にあっては、検疫官を守

るため高病原性を想定した装備が必要と考えた。 

 



 
 

  論点 厚生労働省の行ったこと 基本的考え方 

4 

感染拡大防止

のために行う

学校の臨時休

業について、そ

の効果と経済

的な影響をど

のように考え

るか。 

○ 厚生労働省からの要請に基づき、5月 18

日（月）から 23 日（土）まで、小学校、

中学校及び高等学校の臨時休業を、兵庫

県及び大阪府の全域で行った。 

 

 

 

 

○ 厚生労働科学研究で示された学校閉鎖

に関する基本的考え方※を踏まえ、９月

２４日に事務連絡「学校・保育施設等の

臨時休業の要請等に関する基本的考え

方について」を発出した。 

 

 

○ 発生患者が部活動を通した交流や移動範囲が広域である高校生

であり、他の小、中、高校の児童・生徒に感染を広げ、それが地

域の主たる感染源となりうること、感染経路・感染拡大の程度が

特定できていなかったこと等から、特定の学校等や学級の閉鎖に

とどまらず、兵庫県、大阪府全域で学校の臨時休業を要請した。 

 

 

○ ９月 24日の事務連絡で、下記の様な基本的考え方を示した。 

 流行初期の段階  「積極的臨時休業」 

尐数の患者が確認された時点で、学級レベルのみならず、学

年閉鎖、休校、患者の発生が認められていない近隣地域の学

校の休校などの措置を行うことにより、学校だけでなく地域

での感染拡大を抑える効果が期待できる。 

 感染が拡大した段階「消極的臨時休業」 

地域の実情を反映しつつ、多くの発症者が確認された時に事

業等の運用継続維持の判断に応じて、まずは、学級閉鎖レベ

ルで検討を行う。 

※ 平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（新興最高感染症研究事業）「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」（主任研究者 押谷仁）研究班の「学

校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」
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症例定義は、内

容、変更時期に

ついて、国内外

の感染状況に

応じて妥当に

変更を行って

きたかどうか 

○  ４月 29日 

 発生国への渡航歴・滞在歴を含む症例

定義を策定し、通知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ５月 13日 

 症例定義にある「10日以内」の要件を

「7日以内」へ変更した。 

 

 

○ 行動計画において、海外発生期に「新型インフルエンザの症例

定義を明確にし、随時修正を行い、関係機関に周知する。」と

あることから、米国の症例定義を参考に、国立感染症研究所感

染症情報センターの意見を踏まえつつ、作成した。 

 

○ 発生国への渡航歴・滞在歴については、以下の２つの観点から、

症例定義に含めることとした。 

① 季節性インフルエンザの流行がまだ終息しておらず、発生国へ

の渡航歴・滞在歴がなければ、多くの季節性インフルエンザの患

者が新型インフルエンザ疑い患者として報告されること 

② 季節性インフルエンザ患者も含めた多くの疑い事例の全てに、

確定検査（PCR検査）を行うのは不可能であったこと。 
※ 感染症発生動向調査によれば、季節性第１６週（4月 13日-4月 19日）に２０万人

のインフルエンザ患者が推定されていた。（４月 23日時点で判明） 

 

○「停留をはじめ、新型インフルエンザの潜伏期間に基づいて実施

されている各種の水際対策については、その潜伏期間を７日間で

あることを前提として取り組むように要請する。」との専門家諮

問委員会の提言を受け、5月 13日に症例定義の潜伏期間に関わる

日数の要件を変更した。 
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クラスターサ

ーベイランス

等の実施依頼

の方法、運用開

始時期は適切

であったか 

○ ４月２９日 

 症例定義の通知において、医療機関は

原因不明の呼吸器感染症患者のアウト

ブレイク（集団発生）を確認した場合

に、都道府県へ直ちに連絡することと

した。 

 

○ ５月１６日 

 「新型インフルエンザのサーベイラン

スの強化について」（事務連絡）にお

いて、国内でのインフルエンザの集積

（クラスター）や重症なインフルエン

ザが発生した場合に医師から自治体へ

の報告を徹底するように依頼。 

○ 行動計画において、海外発生期に「感染のみられた集団（クラ

スター）を早期発見するために、アウトブレイクサーベイラン

スを開始する」とあることから、WHO における定義を参照しつ

つ、4月 29日の通知において、医療機関は原因不明の呼吸器感

染症患者のアウトブレイク（集団発生）を確認した場合に、都

道府県へ直ちに連絡することとした。 

 

○ 5月 16日の国内発生を受けて、よりクラスターサーベイランス

を強化するために同日、事務連絡を発出した。 
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 全数把握の中

止など、国内の

感染状況に応

じたサーベイ

ランス体制の

見直しのタイ

ミングの検討

が必要ではな

いか。 

○ ６月 19日 

 「運用指針」 

・ 保健所は、全ての患者（疑い患者を含

む）を把握するのではなく、放置すれ

ば大規模な流行を生じる可能性のある

学校等の集団に属する者について、重

点的に把握を行う。 

・ 同一集団内で続発する患者についても

把握を行う。 

・ この変更に当たっては、円滑な移行期

間を経て、速やかに実施する。 

 

○ ７月 24日 

 全数把握を中止し、クラスターサーベ

イランスを強化することとした。 

○ 6月 19日の「運用指針」（改訂版）において、下記の考え方を

示した。 

・外国との交通が制限されていないことや南半球をはじめとす

る諸外国での感染状況の推移を見ると、海外からの感染者の

流入を止めることはできず、今後とも、我が国においても、

患者発生が続くと考えられる。 

・さらに、一部に原因が特定できない散発事例が発生している

ことを見ると、秋冬に向けて、いつ全国的かつ大規模な患者

の増加を見てもおかしくない状況であり、個々の発生例でな

く、集団における患者の発生を可能な限り早期に探知し、感

染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避に力を注ぐ

時期と考えたため、全数把握を中止することとした。 

 

○ なお、クラスターサーベイランスの強化のために、一定の準備

期間が必要であったことから、その開始日を 7月 24日とした。 

 


